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（１）令和５年度国保事業費納付金本算定について

（２）令和５年度国民健康保険事業特別会計予算（案）について
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（６）その他
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●議事

（１）令和５年度国保事業費納付金本算定について

【資料１－１】に基づき、国保事業費納付金算定結果について説明。

本市に示された令和５年度国保事業費納付金の総額は、３０億３，２０５万１，７

０２円、内訳は「確定納付金（一般）」のとおり。この金額を令和５年度歳出予算に

計上している。

「激変緩和＋残額払戻し」は国及び県による制度発足に伴う激変緩和措置で、令和

５年度は県全体で約４１億円が市町村に配分、うち国の制度による措置として３町村

に合計約９１４万円が配分、残る約４０億９，０００万円は県の措置として配分され

る。令和５年度は県内３市町に約２，０００万円が配分、さらに残額約４０億７，０

００万円が各市町村の納付金額に応じ配分される。本市は約６，５００万円が配分さ

れ、この金額が納付金算定額から控除されている。

激変緩和措置は急激な保険税上昇を緩和するため、制度発足時の平成３０年度から

令和５年度までの６年間の財政措置となっている。

県全体の国保事業費納付金は、被保険者数の減少により総額は減少しているが、医

療分は１人当たり保険給付費が増加、支援分も１人当たり後期高齢者支援金が大幅に

増加している。一方、介護分は１人当たり介護納付金が僅かに減少している。

令和５年度と令和４年度で比較すると納付金算定額は減少している。また、「激変

緩和＋残額払い戻し」も減少している。これは令和４年度の納付金額が令和３年度に

比べ大幅に増加したため、県の激変緩和として約６，７００万円が納付金から控除さ

れたが、令和５年度の納付金額は令和４年度の納付金額を下回ったため、県の激変緩

和は実施されず、残額払戻しのみが実施されたため。納付金の算定額は減少したが、

納付金からの控除額が大幅に減少したため、結果として県に納める納付金は増加とな

っている。

【参考：表①－１】は、埼玉県内における本市の一般被保シェア率の推移で、令和

５年度の本市の一般被保減少率は県内平均を上回るため、本市のシェア率は低下して

いる。

【参考：表①－２】は、今回示された国保事業費納付金算定から控除される県の保

険者努力支援制度による控除額で、国の制度による保険者努力支援については、国保

特別会計に歳入として計上される。

【資料１－２】に基づき標準保険税率算定結果について説明。

【表②】は本市の現行税率と令和５年度の保険税率、【表③】は国保事業費納付金

と同時に県から示される標準保険税率の比較を記載。県内統一税率を㋐、国保財政の

安定運営の指標とされる応能・応益割合を５０：５０とした場合を㋑として算定。各

市町村の予算により変わるため参考としての取り扱いとなるが、令和４年度との比較

では、医療分は１人当たり保険給付費は増加しているが、被保険者数が減少している

ため税率算定はほぼ横ばい。支援分は被保険者数の減少はあるが、１人当たり支援金

が増加しているため税率算定は上昇。介護分は被保険者数の減少に加え１人当たり納

付金も減少しているため税率算定は下落している。

【資料１－３】に基づき令和５年度の県内市町村の国保事業費納付金本算定結果に

ついて説明。

県全体の納付金が令和４年度に比べ約２０億２，３００万円減少したことを受け、

４５市町村が令和４年度を下回る結果となっている。



本市の１人当たり納付金は、令和４年度を５．９％上回る１２万６，１５２円とな

っている。

若年層を多く抱える和光市や戸田市などの１人当たり納付金が高い状況となってい

る。

【資料１－４】に基づき令和５年度の県内市町村の１人当たり保険税必要額につい

て説明。

各市町村の概算予算を参考に県が示すもので、令和４年度と比べ５５市町村が増加

する結果となっている。

本市の１人当たり保険税必要額は、令和４年度を５．４％上回る１１万８，０１１

円となっている。

１人当たり納付金の多い和光市や戸田市などの１人当たり保険税必要額が高くなっ

ているが、各市町村の概算予算によるものであり参考値として公表されている。

被保険者数は年々減少する一方、１人当たり国保事業費納付金は増加している。ま

た、令和９年度には保険税水準の準統一が控えていることから、今後も県から示され

る標準保険税率を参考に、税率改正について毎年検討する必要がある。

―質疑なし―

（２）令和５年度国民健康保険事業特別会計予算（案）について

【資料２－１】に基づき令和５年度国民健康保険事業特別会計当初予算歳入（案）

の概要について説明。

総額は令和４年度の当初予算額に対し、１０億２，５００万円、８．８％の増加と

なっている。

コロナ禍の受診控えが解消されたことなどにより、医療給付費に対する普通交付金

が令和４年度当初予算に対し、１２．５％増加したことが大きな要因だが、令和４年

度普通交付金については、令和４年１２月定例会において６億８，６７４万円の増額

補正を行っていることから、実質的な増加率は３．７％となっている。

平成３０年度の国保制度改正により、埼玉県と市町村が共同して国民健康保険を運

営することとなり、国保事業費納付金を県に納付することで、療養給付費等について

は全額、県から交付される仕組みに変更され、県と市町村は埼玉県国民健康保険運営

方針に基づき、共通認識のもと国民健康保険の安定的な運営を図っている。

本市の国民健康保険被保険者の状況は【表②】のとおり。令和３年度末と比較し、

世帯数、被保険者数ともに減少している。なお、６５歳以上７５歳未満のいわゆる前

期高齢者の被保険者数は、５１．９３％を占めており国保被保険者の高齢化が進展し

ている。

１款）国民健康保険税は、医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の項目に分

かれており、それぞれ現年分・滞繰分で６区分、一般分と退職分を合わせた合計１２

区分となっていたが、退職者医療制度が平成２６年度末で廃止され、令和元年度を以

って経過措置も終了したことから令和５年度より科目措置を廃止している。

税率改正の影響により前年度比５．２％の増加となっているが、少子高齢化や被用

者保険拡大の影響で被保険者数は年々減少傾向となっている。

なお、令和４年度まで実施していた多子世帯の第３子以降の均等割の全額減免につ



いては、令和５年度も引き続き実施する方向で検討している。

本市の保険税率と賦課限度額について【表①】に示している。国は令和５年度の後

期分の法定限度額を２万円引き上げ、合計で１０４万円とする決定をしている。本市

においても地方税法改正の政令が公布され次第、速やかに専決処分を行っていく。

２款）県支出金 １節）普通交付金は、市で支出する療養諸費や高額療養費及び審

査支払手数料などについて県が全額負担するもの。

２節）特別交付金は、保険者インセンティブである国の保険者努力支援分、ヘルス

アップ事業分である保険者努力支援分（事業費・事業費連動分）、国の特別調整交付

金である市町村分、県の特別調整交付金である県繰入金(２号分)、国と県の負担分を

合わせた特定健康診査等負担金からなっている。

保険者努力支援分については、国の特別調整交付金の一部を活用して配分されるた

め、保険者努力支援分と特別調整交付金（保険者努力支援分）の２項目で受け入れて

いる。【表⑦】に国と県の保険者努力支援分の交付額を示しているが、県の保険者努

力支援分は県に納める国保事業費納付金から控除される。

２項）財政安定化基金交付金は、災害等の止むを得ない事情により収納不足が生

じ、国保事業費納付金が支出できない場合に、県から交付又は貸与を受けるための予

算措置科目。

平成３０年度からの国保広域化で県も保険者となったことから、原則的に国からの

国庫支出金は県に交付され、市町村は国保事業費納付金を県に納付することで、県か

らの保険給付費等交付金を歳入計上する構成となっており、歳入に占める県支出金の

割合は約７３．４％となっている。

３款）財産収入は、国保運営基金の利子。

４款）繰入金 １節）保険基盤安定繰入金は、低所得者に対する保険税の軽減分を

県負担分４分の３、市負担分４分の１を合わせて一般会計から繰入れる保険税軽減分

と、軽減対象となる低所得者数に応じて平均保険税の一定割合を支援する分として国

負担分２分の１、県負担分４分の１、市負担分４分の１を合わせて一般会計から繰入

れる保険者支援分となっている。

２節）未就学児均等割保険税繰入金は令和４年度より科目措置されたもの。未就学

児の均等割の半額減額分を国負担分２分の１、県負担分４分の１、市負担分４分の１

を合わせて一般会計から繰入れるもの。

３節）職員給与費等繰入金は、国保会計で支出している職員人件費や庶務的経費、

賦課徴収に係る経費等で、歳出で計上している総務費に要する経費について繰入れる

もの。

４節）出産育児一時金等繰入金は、歳出における出産育児一時金の３分の２につい

て一般会計より繰入れるもの。令和５年度より歳出の出産育児一時金が４２万円から

５０万円に引き上げられている。

５節）財政安定化支援事業繰入金は、低所得者や高齢者が多いなどの保険者の責め

に帰することのできない事情による保険税の減収・医療費の増加に着目して繰入れる

もの。

６節）その他一般会計繰入金は、１節から５節までの法令等で定められた繰入金以

外の法定外繰入と言われるもの。令和９年度の保険税水準の準統一に向け、県からも

法定外繰入の解消を強く求められており、本市としても段階的に削減する方向で引き

続き検討していく。

２項）基金繰入金は国保運営基金を取崩して繰入れるもの。【表⑧】に国保運営基

金の年度末保有額を示している。運営基金の積極的な活用により保有額は令和３年度

以降年々減少している。



５款）繰越金は、前年度からの繰越金。

６款）諸収入は、保険税延滞金や、交通事故等の第三者行為による納付金等。雑入

のうち健康診査等一部負担金は、がん検診等を受診した国保被保険者の自己負担金と

なる。【表⑨】に延滞金の収納実績を示しているが、収税対策課による滞納整理の推

進に伴う滞繰調定の減少により、延滞金収入も年々減少している。

【資料２－２】に基づき令和５年度国民健康保険事業特別会計当初予算歳出（案）

の概要について説明。

１款）総務費は、国保従事職員の人件費の他、庶務的経費、国保連合会に対する負

担金、徴税に係る経費、運営協議会に係る経費、制度周知などの趣旨普及経費を計上

している。

２款）保険給付費 １項）療養諸費は、医科・歯科・調剤などの保険医療の直接払

い現物給付分の療養給付費と、柔道整骨などの償還払い扱いとなる療養費、及びレセ

プト審査に係る審査支払手数料となる。

２項）高額療養費は医療費が高額になり自己負担限度額を超えた場合に、その超え

た分を高額療養費として支給するもの。

【表①】に療養諸費実績を示している。令和３年度はコロナ禍の受診控えの反動に

より大幅に増加している。

３項）移送費は、医師の指示により療養の給付を受けるために移送を受けた場合

に、移送に要した経費の全額を支給するもの。

４項）出産育児諸費は、令和５年４月１日より分娩に直接要する費用のほか、出産

前後の費用の負担を軽減するため４８万８千円、産科医療保障制度加入分娩機関の場

合は１万２千円を加算し５０万円を支給するもの。

５項）葬祭費は、被保険者が死亡したとき、その葬祭を行った方に５万円を支給す

るもの。

６項）傷病手当金は、被保険者のうち被用者が、新型コロナウイルス感染症に感染

又は感染が疑われ、仕事を欠勤することで給与等の全部または一部の支払いを受ける

ことが出来なかった場合に、傷病手当金を支給するもの。

保険給付費全体では歳入の普通交付金と同様、コロナ禍の受診控えが解消されたこ

となどにより令和４年度当初予算に対し、１２．５％増加しているが、令和４年度保

険給付費についても、令和４年１２月定例会において６億８，６７４万円の増額補正

を行っていることから、実質的な増加率は３．８％となっている。

３款）国民健康保険事業費納付金は、令和５年１月に県より示された国保事業費納

付金の確定額を区分ごとに計上している。

【表③】に国保事業費納付金、【表④】に標準保険税率を示している。本市の現行

税率と県内統一税率では未だに大きな隔たりがあることから、今後も急激な負担増と

ならないよう、段階的に税率改正を行う必要がある。

４款）保健事業費 １目）保健衛生普及費は、がん検診委託料、人間ドック・脳ド

ック、保養施設利用補助、糖尿病性腎症重症化予防対策事業負担金となる。また、令

和６年度からの第３期データヘルス計画の策定に向けて、医療費適正化データ分析料

も計上している。

【表⑤】にがん検診の実施状況、【表⑥】に各種助成金の実績を示している。

２項）特定健康診査等事業費は、４０歳以上を対象とした特定健診に係る診査委託

料や、受診結果から被保険者に特定保健指導を行うための委託料等。また、保健衛生

普及費と同様、令和６年度からの第４期特定健康診査等実施計画の策定に向け、特定

健康診査データ分析業務委託料を計上している。



保健事業費全体では被保険者数の減少などにより、前年度比６．７％の減少となっ

ている。

【表⑦】、【表⑧】に特定健康診査と特定保健指導の実施状況を示している。特定健

診の受診率は年々向上していたが、令和２年度はコロナ禍の受診控えにより大幅に低

下。令和３年度は回復傾向ではあるが、コロナ禍が本格化する前の水準には達してい

ないため、引き続き受診率の向上に努めていく。もう一方の特定保健指導について

は、指導率が低迷しているので今後、積極的に取り組むべき課題と考えている。

５款）基金積立金は、歳入の３款）財産収入である運営基金利子額と同額を措置し

ている。

６款）公債費は、一時借入をした場合の支払利息で予算書の第３条で借入限度額を

２億５，０００万円としている。

７款）諸支出金は、過年度分の国保税の還付金や、国・県の補助金等の精算により

返還する項目となっている。【表⑨】は、返還金の内訳を示している。

８款）予備費は、国保特別会計において、予測できない支出が生じた場合に対応す

るためのもの。

歳出は、少子高齢化の影響を受け被保険者数が減少する一方、１人当たり医療費は

増加している。本市も増加する医療費に対処するため、特定健診や特定保健指導、糖

尿病性腎症重症化予防対策事業などを実施し、医療費の抑制と被保険者の健康増進を

図るとともに、各種事業の展開により保険者努力支援の獲得や補助金の獲得を目指し

ている。

【資料２－３】に基づき令和５年度国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算の概要

について説明。

歳出では、保険給付費、国保事業費納付金の２項目で約９６％を占める構成となっ

ている。歳入では国民健康保険税、県からの交付金で約９０％を占め、残る不足額を

繰入金で賄っている状況となっている。

国保広域化により予算構成はシンプルな構成となっており、歳入の国民健康保険税

①を基に、歳出の国保事業費納付金③を県に納付することで、保険給付費②につい

て、歳入の県支出金②が交付される構成となっている。

《委員質疑》

保険者努力支援は、どの機関が何を以って算定するのか。

また、第三者行為、傷病手当金の件数はどれくらいなのか。

《事務局回答》

保険者努力支援は国分と県分があり、保険者共通の評価指標、保険者固有の評価指

標の中で、項目ごとに実績や取り組み状況などにより採点され、その獲得点数に応じ

交付金額の決定がされる。なお、国分は、国保特別会計に歳入として計上し、県分は

歳出の国保事業費納付金から控除される。

令和３年度の実績で、第三者行為は９件で約６４５万円の歳入があり、傷病手当金

は７件で約４４万３，０００円の歳出があった。

《委員質疑》

被保険者数は年々減少傾向にあるとのことだが、市内で特別養護老人ホームやサー

ビス付き高齢者住宅などの施設が増加しているように感じる。入所者は、施設所在地

へ住所異動するかと思うが、その際の国保資格はどういった取り扱いとなるのか。



特定健診の受診率の向上のために周知や勧奨など様々な工夫をしている様子だが、

さらに工夫を重ねてもらいたい。

《事務局回答》

国保は原則、住民登録地での加入となるが、施設が集中する市町村の国保財政の圧

迫を防ぐため、施設入所により転入した国保被保険者は、転入前の市町村において引

き続き国保の適用を行うこととなっている。

データヘルス計画では特定健康診査の実施率の目標を６０％としているが、至って

いないため今後も様々な手段を用いて受診勧奨を行っていく。

《委員質疑》

保険者努力支援制度について、項目や配点、どの項目で加点・減点されたのか運営

協議会での情報共有をお願いしたい。また被保険者の方にも知ってもらうべきだと考

える。

《事務局回答》

次回の運営協議会にて保険者努力支援についてお示ししたい。

《委員質疑》

歳出のがん検診委託料だが、国保会計で支出するのはどういった理由からか。

《事務局回答》

ご指摘のとおり、がん検診は市民検診ではあるが、国保の被保険者分について国保

会計で支出し、一般会計から繰入れしている。国保でがん検診を行うことにより、補

助金を獲得している。

《委員質疑》

歳出と同額が歳入に計上されているということか。

《事務局回答》

法定外繰入の中に含まれている。

《委員質疑》

勘定を動かす必要があるのか。

《事務局回答（市民生活部長）》

国保が広域化される前からがん検診については国の補助事業としてあった。ご指摘

のとおり、がん検診は市民検診のため本来国保会計で支出するものではないが、国保

と一般会計とが共同で、がん検診を実施しているということで申請することにより、

がん検診に関する調整交付金を獲得している。国保会計を通さないと申請することが

できないため、こういった手段をとっているが、一般会計から全額繰入れしているた

め保険税から賄っているということではない。

《委員》

了解した。がん検診を国保として積極的に行っていくことは重要であると思うの

で、国保の健診との同時開催を行うなど積極的に行ってほしい。



《委員質疑》

特定健診の受診率を上げていくとのことだったが、定期的に医療機関を受診してい

る方の中には、「持病の検査を定期的に行っているため、改めて特定健診を受ける必

要はない。」と言う方もいる。病院受診と特定健診は別であるということや、特定健

診を受診する利点を明示し、受けてもらえるようにすれば受診率の向上につながるの

ではないか。

国保の人間ドックは検査を受けるまでの手続きが煩雑なため、高齢の方などは特に

大変だと思う。手続きを簡略化することはできないのか。

《事務局回答》

定期的に通院をしているため、特定健診は受けないという方には、特定健康診査

は、内臓脂肪型肥満に着目した生活習慣病予防のための健康診査である、ということ

や無料で受診できることなど、改めて周知していきたい。

ますます高齢化も進展していくため、人間ドックの手続きについては検討していき

たい。

《委員》

定期的に通院をされていると持病の検査のため１年に数回は採血し、似たような検

査項目があるから特定健診の受診は必要がない、と思ってしまうのではないか。受診

している医療機関が特定健診の実施機関である場合には、健診につながるよう数回の

採血のうち１回を「今回は特定健診に」、というように医師から働き掛けをするのが

効果的であろうかと思うので、医師会と連携していくのがいいのではないか。また、

医療機関で保持している特定健診と同じ項目の結果は、協定や契約によりその内容を

提供してもらうことによって健診を受診したとみなすことができるのではないか。こ

ういったことが特定健診の受診率向上につながるのではないか。

《事務局回答》

いただいたご意見を基に検討していきたい。

（３）出産育児一時金の改正について

【資料３】に基づき説明。

出産育児一時金は、平成６年にそれまで支給されていた分娩費と育児手当金を廃止

し、出産前後の家計負担を軽減することを目的に分娩介助料・出産前後の健診費用・

育児に伴う初期費用等を総合的に勘案して３０万円を支給額とし創設、その後、平成

１８年に３５万円、平成２１年１月に３８万円、同年１０月に４２万円に引き上げら

れ現在に至っている。

令和４年１２月１５日に行われた社会保障審議会医療保険部会にて、「出産育児一

時金の額は、令和４年度の全施設の出産費用の平均額の推計等を勘案し、令和５年４

月から全国一律で５０万円に引き上げるべき」とされ、これに基づき、今後健康保険

法施行令等の一部を改正するとともに、国民健康保険条例参考例及び国民健康保険組

合規約例の一部を改正する予定となっていることから、鴻巣市国民健康保険条例の第

６条第１項中の「４０万８，０００円」を「４８万８，０００円」に改めるもの。な

お、出産育児一時金には産科医療保障制度の掛金１万２，０００円が含まれている。



―質疑なし―

（４）「第３期データヘルス計画及び第４期特定健康診査等実施計画」の策定につい

て

【資料４】に基づき説明。

現在、平成３０年度から令和３年度分のレセプト情報等の分析を行っており、分析

結果の報告を受け内部検討を開始していく予定。また、令和４年度分のレセプト情報

の分析については７月より開始する予定。

令和５年度の運営協議会にて、委員の皆さまに途中報告や素案の提示、完成報告を

させていただく予定。

《委員質疑》

資料中にある。「ＰＤＣＡサイクル」のＰＤＣＡについて改めて確認したい。

《事務局回答》

Ｐｌａｎ（計画）、Ｄｏ（実行）、Ｃｈｅｃｋ（評価）、Ａｃｔｉｏｎ（改善）。

《事務局》

策定スケジュール（案）で運営協議会での報告等をお示ししている。

会議や文書等で経過報告等させていただき、都度、委員の皆さまのご意見等を頂戴

し計画内容に反映させていけたら、と考えている。今後、委員の皆さまにはご協力を

お願いしたい。

（５）課税限度額及び軽減判定基準の改正について

【資料５－１】、【資料５－２】に基づき説明。

令和５年度も地方税法の改正が予定されており、課税限度額の引き上げと、５割軽

減及び２割軽減の対象世帯に係る軽減判定所得の基準が緩和され、当該対象世帯の範

囲の拡大が行われる。

【資料５－１】のとおり、課税限度額については、支援分の限度額が２万円引き上

げられ改正後の限度額は２２万円となる。医療分、介護分と併せ、合計の法定課税限

度額は令和４年度の１０２万円から１０４万円に引き上げられる。

また、国民健康保険税は被保険者の前年中の所得等に応じ計算し課税されるが、前

年中の世帯の総所得金額が一定基準以下の場合には、均等割額を減額し負担を軽くす

る軽減制度があり、この軽減判定所得の基準が引き上げられ、軽減世帯の範囲が拡大

されることとなる。

５割軽減と２割軽減について、被保険者及び特定同一世帯所属者１人当たりの基準

額が引き上げられることから、軽減世帯の範囲が拡大されることとなる。

【資料５-２】のとおり、令和５年度の均等割額は介護分が課税される被保険者の

場合５６，０００円となるが、７割軽減が適用される世帯では３９，２００円、５割

軽減では２８，０００円、２割軽減では１１，２００円減額される。

改正に伴う国保税への影響は、今回の税制改正に基づく法定課税限度額１０４万円



とした場合、１０２万円の場合と比較し、限度額を超過する世帯数は、支援分につい

て４６世帯の減、税額への影響は、４８３万７，２００円の増加となる。

法定課税限度額の引き上げについては、過去の運営協議会でいただいた答申中、

「法の施行日から遅れることなく課税限度額の改正が行えるようにすること。」との

意見をいただいていることから、法改正の成立後、速やかに法定限度額に引き上げる

よう努める。

軽減判定所得の見直しにより、５割、２割軽減の合計で、１０８世帯、１８１人が

対象となり、２５１万１，２００円軽減額が増加する。

軽減額の増加は税額の減少となるが、この国保税調定額の減少分は、一般会計繰入

金の保険基盤安定（保険税軽減分）として全額補てんされ、その負担については県が

３／４、市が１／４となっている。

《委員》

課税限度額の引き上げについては、速やかに行っていただけるということなので、

引き続きその対応でお願いしたい。

（６）その他

事務局より連絡事項。

令和５年２月１５日広報に併せて、国保だより４９号が全戸配布される。税率改正

についての記事や国保事業についてお知らせしたい事項を掲載している。

次回の運営協議会は来年度８月頃に開催予定。

閉会

（会議時間 ８５分）
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